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1――はじめに 

 

 シルバー民主主義とは一般に「高齢者優遇の政治により必要な改革が阻止される現象」と定義され

ることが多い。昨年話題になった、経済産業省・次官若手プロジェクト｢不安な個人、立ちすくむ国家｣

においても、「シルバー民主主義を背景に大胆な改革は困難と思い込み、誰もが本質的な課題から逃げ

ているのではないか。」とある。 

 昨年の10月22日の第48回衆議院議員総選挙では、幼児教育の無償化や高等教育の負担軽減など、

高齢者中心の社会保障を低所得者・若年者に向ける｢全世代型社会保障」が争点として浮上したのも、

シルバー民主主義に端を発する世代間格差の拡大が背景にあると言われている。 

 2016 年の英 EU 離脱の国民投票においては、残留派の割合が高い若者の意見は、離脱派の割合が

高い高齢者に押し切られる形となった。 

選挙は民主主義の基本理念である「1 人 1 票」と「多数決」の原則に則り実施される。少子高齢化

が進む日本では、高齢者の割合が高くなり、その政治的プレゼンスが大きい層に政治家が配慮するの

は当然のことである。しかし、日本の将来を考えた場合、受益を優先する高齢者の意向を優先させ、

人口構成上ますます少数派に転じる若者世代などの声を多数決の原則によりばっさりと切り捨ててよ

いものなのか。 

本稿では、社会保障の現状、シルバー民主主義が発生する要因と存在の検証をした上で、筆者が考

える解決策について述べたい。 

 

2――国際比較でみた日本の高齢者優遇 

 

 （図表 1）は日本の社会保障費の推移を表している。1980 年以降増加傾向にあり、その大部分を占

めているのが高齢者向け支出だ。高齢化の進展に伴い高齢者向け支出は増加してきたが、高齢者 1 人

当たりに換算すると、最近では減少傾向にある。 
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1 人当たりの高齢者向け支出が 2002 年を境に減少傾向になっていることから、一見シルバー民主

主義と逆行しているようにみえる。しかし、そのことを判断するには GDP や国民所得、後期高齢者

の割合などのその他の要因を考慮する必要がある。実際に 1 人当たり高齢者向け支出は、名目 GDP

のトレンドとおおよそ一致していることから、最近の減少傾向は日本の成長率低下が主な理由である

と考えられる。 

次に高齢者と現役世代の支出構造を確認する。国際的に見ると日本の 1人当たりの高齢者向け支出

は金額では決して高い水準にあるとは言えない。一方で、現役世代向け支出1の対比でみた場合、日本

15 倍、米国 20倍、英国 4 倍、ドイツ 6倍、フランス 7倍と高齢者優遇の支出構造となっていること

が分かる（図表 2）。 

 

 

 

3――シルバー民主主義の環境要因 

 

1|有権者の高齢化 

 日本は世界で高齢化が最も進んでいる国だ。少子高齢化により、相対的に高齢者の割合は高まって

いる。WHO（世界保健機構）では全人口に占める 65 歳以上の高齢者の割合（高齢化率）が 14％以

上で「高齢社会」、21%以上で「超高齢社会」と定義されているが、日本は 2007年に 21%を超え、世

界で初の超高齢社会となり、その比率は現在も右肩上がりに増加している。高齢化率が上昇すれば、

全有権者に占める高齢者の割合も高まり、その政治的プレゼンスが大きくなる。政治家が高齢者に配

慮した政策を優先的に打ち出す背景はここにある。 

（図表 3）は年齢別の有権者の割合を示している。1950 年には全有権者のうち「若者世代2」の割

合は 50%を超えていたが、2015 年には 30%弱まで低下している。逆に、「高齢世代」の割合は 14%

から 40%に上昇している。また、2050 年には、有権者の半分以上が「高齢世代」になることが予想

される3。 

                                                
1 1人当たり現役世代向け支出は、家族関係、住宅、労働移動、失業の合計を生産年齢人口で除した値 
2 「若者世代」=2,30歳代、「中間世代」=4,50歳代「高齢世代」=60歳代以上とする。 
3 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来人口推計（平成 29年推計）」より推計 

（図表 1） （図表 2） 
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2|世代間の投票率格差：若者ほど低い投票率 

 高齢化に加え、若者の投票率の低さが、高齢者の政治的プレゼンスをより一層高めている。（図表 4）

は世代別の衆院選の投票率を表している。どの年代においても全体的に低下傾向にあり、国民の選挙

あるいは政治に対する関心が低下してきていることがうかがわれる。しかしここで問題なのは、若者

世代の投票率が高齢世代の投票率よりも一貫して低く、その差は拡大傾向にあるということだ。1969

年の第 32回衆議院議員総選挙では、若者世代と高齢世代の投票率の差は 7%だったが、14 年の第 47

回衆議院議員総選挙では、25%にまで拡大している。 

 有権者に占める高齢世代割合の増加に加え、高齢世代の投票率が相対的に高いことで、総投票数に

占める高齢世代の投票シェアは一層高くなる。69年の衆院選の際には、投票数全体に占める高齢世代

の投票シェアは 20%に満たなかったが、14 年の衆院選の際には、約半数を占めるまでに上昇してい

る。逆に、若者世代のシェアは年々減少しており、69 年に約半数あったものが、14 年には 19%まで

低下している。また、直近の投票率が今後続くと仮定すると、高齢化の進展により、高齢世代の投票

数シェアはますます増加していくことが予想される（図表 5）。 

 

 

（図表 5） （図表 4） 

（図表 3） 
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若者の投票率が低いことは日本に限ったこと

ではない。（図表 6）は各国の高齢者と若者の投

票率の差を表している。ほとんどの国で日本と

同じく若者の投票率は高齢者の投票率を下回っ

ている。しかし、日本の高齢者と若者の投票率

の差は国際的に見ても大きい。市村（2012）で

は、若者に選挙に行かない理由をアンケート調

査した結果、その理由は「選挙、政治に対して

無関心とするもの」、「政治、選挙側に問題があ

ると非難するもの」に大別されると述べている。また、有権者全体を調査対象とした明るい選挙推進

協会「第 17 回統一地方選挙全国意識調査」の調査結果と比較分析し、「本アンケートでの 20 歳代の

意見では、政治への不信感が非常に強いこと、1 票の影響力がないことが大きな理由とされているこ

とが全体とは異なっている。」と指摘している。 

 

3|選挙制度：小選挙区制による選挙バイアス 

上記の「高齢化」、「投票率」がシルバー民主主義の主な原因だが、日本の選挙制度が、更に高齢者

優遇を加速させている。 

日本の衆議院議員総選挙は小選挙区比例代表並立制（定数 465）を採用している。289 の小選挙区

からそれぞれ最も多く票を獲得した候補者が 1人ずつと、11の比例ブロックから政党ごとの得票数に

応じて 176 人が選出される4。近年の諸外国の選挙制度は小選挙区制を含む多数代表制から比例代表

制へと改正する例が多いという分析がある5。背景には、多数代表制は比例代表制に比べ、少数意見が

反映されづらいといった弊害が多いという理由があるようだ。特に、多数代表制の中でも、1 つの選

挙区から 1議員を選出する小選挙区制はこの弊害の影響が

大きく出る。（図表 7）は、小選挙区における政党ごとの得

票率と議席占有率を表している。選挙バイアス6が生じなけ

れば、得票率と議席占有率は、45 度線上にプロットされ、

有権者の意思が完全に議席数にリンクする。しかし実際は、

それぞれの選挙で得票率が一番高い政党（赤色のプロット）

は 45 度線よりも上に、得票率が 2 位以下の政党（青色の

プロット）は下に位置する。このような得票率が一番高い

政党に有利な選挙バイアスは、政治的プレゼンスが小さい

層、つまり若者の民意を軽視する方向へと導かれる。 

 

                                                
4 比例代表の政党ごとの議席数配分はドント方式による 
5 佐藤令（2011）「諸外国の選挙制度-類型・具体例・制度一覧-」 
6 選挙制度により有権者の意思が正確に反映されず、各政党の得票率と獲得議席数に相違が生じること。多数代表制におけ

る死票（落選した候補者に投じられた票）や、選挙区の区割りなどを主な原因とする。 

（図表 6） 

（図表 7） 
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4|選挙制度：多数決投票における中位投票者定理 

多数決投票における均衡に関する代表的な定理の 1 つとして「中位投票者定理」がある。この定理

によれば、投票結果は中位投票者（有権者を一列に並べたときにその中央に位置する人）の選好によ

り決まる。日本の有権者の中位年齢は約 53歳、有権者のうち投票者に限れば約 58 歳だ。島澤（2017）

では、以上を前提に考えると、「各政党とも政権奪取のために、中位投票者である高齢者の選考に合致

した政策ばかり掲げ、あるいは高齢者に痛みを強いる政策を打ち出さず、高齢者に対する大盤振る舞

いを競うようになるのだ。」と指摘している。実際に、金岡諭史・高見浩輔・武井哲也・寺田昇平（2011）

では、高齢者の政治的プレゼンスの上昇により、2007-2010 年の国政選挙のマニフェストは主に高齢

者の要望を反映しているという分析をしている。 

 

4――高齢化によるシルバー民主主義の確認（推定モデルによる検証） 

 

前節では、シルバー民主主義を引き起こす様々な環境要因が我が国に存在することを示してきた。

では、実際に日本でシルバー民主主義が発生しているのか確認したい。ここでは、47都道府県のパネ

ルデータを用いて、高齢化により高齢者優遇の政治が起こっているのか検証する。 

推計モデルは、大竹・佐野（2009）、八代・島澤・豊田（2012）を基に設計した。大竹・佐野（2009）

では、都道府県ごとの高齢化率と生徒 1 人当たり義務教育支出、八代・島澤・豊田（2012）では、都

道府県ごとの中位年齢と高齢者 1人当たり老人福祉費の関係性を検証している。これら検証に基づき

本稿では、高齢化による高齢者とその他の世代の支出構造の変化を測定するために「高齢者 1人当た

り老人福祉費対生徒 1 人当たり義務教育支出」を被説明変数とし、「高齢化率」などを説明変数とし

た。 

シルバー民主主義が発生している場合、高齢者の政治的プレゼンス拡大（高齢化率の上昇）により、

高齢者優遇（高齢者優先の支出構造=被説明変数の増加）になると考えられるため、高齢化率の係数

αが正の値をとることが期待される。その他の変数については、先行研究を参考に、1 人当たり県民

所得、失業率、生徒一人当たり国庫義務教育支出を用いた。推計期間は 2005 年から 2014年の 10年

間（図表 8）。また、被説明変数として採用した、老人福祉費と義務教育支出は、年金などと違い都道

府県ごとに裁量が働き有権者の意向を反映しやすいという特徴がある。 
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𝑅𝑜𝑗𝑖𝑛𝑡
𝑖

𝐸𝑑𝑢𝑐𝑡
𝑖
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖 + 𝛼𝑶𝑳𝑫𝒕

𝒊 + 𝛽𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒𝑡
𝑖 + 𝛾𝑈𝑛𝑒𝑚𝑝𝑡

𝑖 + 𝛿𝐴𝑖𝑑𝑡
𝑖 + 𝑢𝑡

𝑖
 

i  :都道府県（北海道、青森、・・・、沖縄） 

t  :時間（2005、2006、・・・、2014） 

Rojin  :高齢者 1人当たり老人福祉費（都道府県支出と市町村支出の合計） 

Educ  :生徒 1人当たり義務教育支出（都道府県支出と市町村支出の合計） 

OLD  :高齢化率 

Income  :1人当たり県民所得 

Unemp  :失業率 

Aid  :生徒 1人当たり国庫補助金額 

 

結果は（図表 9）の通りだ。高齢化率の係数αが有意にプラスとなった。都道府県レベルで高齢化

により、高齢者優遇の支出構造というシルバー民主主義が発生していることを示す。 

国の社会保障においても、同様に高齢化による高齢者優遇が起こっていることが考えられる。しか

し、国レベルで考えた場合、借金という形で将来世代へツケを回すことによって現在選挙権を持つ人

へ受益のシフトが起こっているため、直接的な測定は困難である7。 

 

 

 

                                                
7 2008年の「子ども手当」が議論された時期を境に現役世代向け支出が増加し、支出構造を示す高齢者向け支出対現役世代

向け支出は低下している。しかし、借金を前提に成り立っている現役世代向け支出の増加をもって、高齢者と若者への割り

振りの是正は行われているとは言いがたい。そのため国レベルにおいて、社会保障費の支出構造からシルバー民主主義の存

在を判断することは困難だと考える。 

（図表 8） 

（図表 9） 
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5――シルバー民主主義の台頭で埋没する現役/若者世代 

 

1|世代間の政策志向の違いと若者への影響 

 内閣府「国民生活に関する世論調査」では、年代別の政府に対する要望がまとめられている。同調

査によると、高齢者は「高齢社会対策」や、「医療・年金等の社会保障の整備」への要望が高い一方で、

若者が重視する「雇用・労働問題への対応」、「少子化対策」などへの関心が相対的に低くなっている

（図表 10）。 

 

 

 

総じてどの年代においても自らの世代に直結する政策への関心が高く、志向する政策の世代間で隔

たりが大きいことが確認できる。 

内閣府「社会意識に関する国民調査」によると、国の政策への民意の反映程度は高齢者ほど高く、

若者ほど低いと感じている（図表 11）。一方、政策に民意を反映する方法として「国民が参加できる

場を広げる」と回答しているのは、若者ほど高く、高齢者ほど低い（図表 12）。若者世代はシルバー

民主主義の台頭を背景に、現行の選挙制度では自分たちの意見が政策に反映されにくいと感じており、

現行制度に代わる新たな政策に参加できる場を望んでいることが同調査からも窺い知れる。 

 

（図表 10） 
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2|選挙権年齢の 18 歳に引き下げによる影響は限定的 

 平成 27 年 6 月 17 日、選挙権年齢を 18 歳以上に引き下げることなどの内容の「公職選挙法等の一

部を改正する法律」が成立した。選挙権年齢が引き下げられたのは実に 70 年ぶりとなる。若者の有

権者の数を増やすことで、政治的プレゼンスを高めようとしたのだ。しかし、その効果は限定的であ

った。（図表 13）は選挙権年齢が 20 歳以上で行われた最後の衆院選である 2014 年の第 47 回衆議院

議員総選挙と、18 歳以上に引き下げられて初めて行われた 2017 年の第 48 回衆議院議員総選挙の年

代別投票数シェアを推計したものだ。選挙年齢を 18 歳に引き下げても 20歳代以下の投票数シェアは

1%程度の上昇に留まり、60 歳代以上の高齢者の投票数シェアは依然として高いままである。仮に選

挙権の年齢引き下げにより、20 歳代以下の層と、70 歳代以上の層の投票数のシェアを同じにするた

めには、選挙権の年齢を 5 歳程度まで引き下げなければならず、現実性に乏しい。 

 

 

 

 

 

 

 

（図表 11） （図表 12） 

（図表 13） 
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6――シルバー民主主義解決に向けて 

 

1|高齢者と若者の投票率の差の縮小 

シルバー民主主義解決に向けてまず考えなければならないのは、高齢者と若者の投票率の差をなく

すことだ。（図表 4）で確認したように、日本は国際的に見ても高齢者と若者の投票率の差が大きく、

高齢者の政治的プレゼンス拡大に拍車をかけている。しかし、諸外国と比較し日本の若者は政治に無

関心なわけではない（図表 14）。また、明るい選挙推進協会「若い有権者の意識調査（第 3回）」によ

ると、20代の政治関心度8は 1988年の 47.8%

から、09 年には 60.0%へと上昇している。1

票の影響力が小さいと感じている若者が増え

るにつれて、政治家の間でも若者の票を獲得

しようとする意欲的な動きが出ている。高齢

者だけに偏らない全世代型の社会保障制度の

検討などはその一例だ。若者の政治的な関心

の高まりを背景に、世代間の投票率格差是正

を可能とする新たな枠組みを検討する機運が

ますます高まっている。 

 

1.インターネット投票制の導入 

高齢者と若者の投票率の差を埋めるためには、若者の投票率を上げることが必要だ。日本労働組合

総連合会「若者の関心と政治や選挙に対する意識に関する調査」では、若者に対して、選挙がどのよ

うに変わったら投票しようと思う気持ちが強くなるかという問い9で「インターネットで投票できたら」

という回答が 54.6%で、2 位の回答の 2倍以上となっている。また、明るい選挙推進協会（2015）で

は、投票に行かなかった人にどういう状況だったら投票に行こうと思いますかという問いに対し、2,30

歳代は「駅やショッピングセンター・コンビニなどでも投票できたら」という回答が 1 番多かった。

これら 2つの調査から、有権者のコスト（投票所に足を運ぶための時間、労力、交通費など）が少な

い投票制度があれば、若者の投票率は上がると考えられる。 

特に、「インターネットによる投票」は、自宅での投票を可能とするという意味で全世代を通じて利

便性の高い投票手段であるが、とりわけライフスタイルと親和性が高い若者の投票率引き上げに有効

であろう。これまで適当な投票先がないことを理由に投票所に足を運ばなかった有権者も、インター

ネット投票であれば白紙投票ができる。いつでも適当な候補者や政党が現れれば投票するという姿勢

を見せることで、政治家はその層を意識せざるを得なくなる。また、電子投票は人件費などのコスト

削減や、開票の集計ミス、開票時間の短縮などの効果も期待できる。セキュリティーなどの技術的な

問題や、不正・匿名性に関する問題など克服すべき課題は残るが、上記に述べたメリットを考えた場

合、導入を諦めるのはもったいない。例えば、分散型と不可逆性によって強いセキュリティーを持つ

                                                
8 政治に非常に「関心がある」、「ある程度関心がある」の合計 
9 複数回答 

（図表 14） 
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ブロックチェーンなどの新たな技術の導入も積極的に検討されるべきだと考える。 

 

2.義務投票制の導入 

高齢者も含めた全体の投票率を上げること

でも、高齢者と若者の投票率の差を小さくす

ることが出来る。海外を見ても、投票率が高

くなるにつれ、高齢者と若者の投票率の差は

小さくなっている（図表 15）。しかし、有権

者全体で 50%程度、若者にいたっては 40%を

下回る投票率10を一気に上げることは難しい。

そこで、義務投票制の導入を検討すべきだと

考える。図表の赤色でプロットされている義

務投票制のイタリア、ベルギー、オーストラ

リアは高齢者よりも若者の投票率が高くなっている。義務投票に違反した場合の対応はまちまちで、

メキシコ、イタリアは実質的に罰則がない。一方で、ベルギー、オーストラリアの罰金などの罰則は、

より投票率を上げる効果があるようだ。ただ、投票を義務化することによる有権者の負担も考えなけ

ればならない。義務投票制を導入する際は、より有権者がコストをかけずに投票できる、上記のイン

ターネット投票などの整備を同時に行うことが必須であると考える。 

 

2|選挙制度改革 

高齢者と若者の投票率の差を小さくすることで、一定程度、高齢者優遇は軽減されることが期待出

来る。しかし、（図表 3）で示したように、有権者の高齢化は避けることの出来ないトレンドであり、

高齢者と若者の投票率格差だけでシルバー民主主義を是正するには限界がある。これを克服するには

選挙制度そのものの改革が不可欠であろう。具体的には、今後の有権者の更なる高齢化を見据え、若

者世代の 1票の価値を高める改革が必要であると考える。 

（図表 16）は、実際に議論されている主な

投票理論だ。そのひとつが、米国の学者ポー

ル・ドメインにより提唱された「ドメイン投

票」である。この制度では、未成年者を含む

全国民に投票権を与える。ただし、実際には

未成年者は投票が困難なため、親が代わりに

投票するという仕組みだ。そうすることで、

より若い世代の民意を反映しやすくなる他、

負担が重い子育て世代へ配慮した政策が打ち

出しやすくなるというメリットがある。実際に、ドイツでは、ドメイン投票導入をめぐり国レベルで

                                                
10 第 47回衆議院議員総選挙時の投票率 

（図表 16） 

（図表 15） 

（資料）各種資料などから作成 
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本格的に議論された歴史もある。ただ、この投票制度は、若い世代でも未成年の子を持つ有権者とそ

うでない有権者との間で投票権に格差が生じるといった世代内の不平等問題や、必ずしも親が子ども

のために投票するとは限らないといった導入効果に関する問題もある。 

 未だにどの国でも新しい投票理論が実現して

いないのは、有権者 1人 1 票同一価値の原則が

大きなハードルとなっているためである。日本

の場合は「選挙の 4 原則」である（図表 17）。

若者の 1票の価値を上げようとすれば、「身分・

性別・信条などによらず、1 人 1 票が与えられ

る」と解釈される平等選挙の原則が崩れてしま

うことになる。 

 選挙制度改革は上記の選挙原則に関する理由

や、既に政治的プレゼンスが高い層の反対など

により困難を極めるが、諸外国では新たな投票

理論導入の検討が続いている。先に述べた、高

齢化率が世界で 3 番目に高いドイツでは、2003 年、08 年に議会で議論された。ハンガリーでも 11

年に新憲法草案作成の際にドメイン投票を盛り込むことが提案された。日本においても、14年に衆院

の参考人質疑11の際に「ドメイン投票法」が紹介されたことがある。しかしどの国においてもまだ実

現には至っていない。 

2008年以降も定期的に子供への選挙権の付与が提案されているドイツや、憲法に取り入れようとす

るハンガリーなど本格的に議論されている国に比べ、日本は遅れをとっている。世界で 1番高齢化が

進む日本は、シルバー民主主義はもはや待ったなしの問題であり、世界に先駆けて制度改革の検討を

すべきである。 

 

7――おわりに 

 

 本稿では、選挙制度に着目し、シルバー民主主義を発生させる要因として「有権者の高齢化」と「若

者ほど低い投票率」の 2つを挙げ、日本におけるシルバー民主主義の存在を検証した上で、それの解

消にはどのような対応が必要であるかについて述べた。 

日本は他国に先んじて高齢化が進んだことから、シルバー民主主義の進行も著しい。有権者の高齢

化でシルバー民主主義が台頭したとは言え、１人１票の原則に則り民主主義が実現しているので問題

はないという見方もある。 

しかし、国の借金は世界でも群を抜いており、このまま高齢者優遇の政治が続けば、抜本的な変革

が先送りとなり社会保障制度も破綻しかねない。もちろん既に引退し年金などの社会給付で生活して

いる高齢者への支出を減らすことだけを考えるわけではない。現在、低負担・中福祉だと言われてい

                                                
11 国会の特別委員会などで、識者や専門家を招き意見を求めること。 

（図表 17） 

（資料）各種資料などから作成 
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る日本がどのような姿を目指すのかを議論するに先立ち、必要な改革を阻止するというシルバー民主

主義を解消することが必要である。 

そのためには、若者世代の投票率を上げることを前提に、若者世代の 1 票の価値を高める選挙制度

改革が必要であると考える。特に、有権者の高齢化が深刻な日本においては、もはや 1人 1票では世

代間の政治的プレゼンスの公平性は維持できない。人口構造がさらに大きく少子高齢化に傾く「2025

年問題」も目前に迫っている。高齢化が進めば進むほど、変革は難しくなる。 

将来に責任ある政治にするためにも、今こそ抜本的な選挙制度改革に向けた議論を行うべきではな

いか。 
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